
 

令和 6 年度 国立山口徳地青少年自然の家 教育事業 

「青少年教育・体験活動ボランティア養成研修」 

1. 趣旨 
①青少年教育の体験活動を支援するボランティアに求められる

知識や技能を習得する機会を提供し、青少年教育におけるボ

ランティア活動を一層推進する。 

②教育事業や研修支援などの運営協力・指導補助などを担うボ

ランティア人材を育成し、本所におけるボランティア活動の

充実を図る。 

 

2. 主催・会場 
国立山口徳地青少年自然の家（山口県山口市徳地船路 668） 

 

3. 後援 
山口県教育委員会、山口市教育委員会 

周南市教育委員会、防府市教育委員会  ※申請中 

 

4. 開催日程 
令和 6 年 6 月 1 日(土)～2 日(日) 1 泊 2 日 

 

5. 対象・定員 
15 歳(高校生)以上でボランティア活動に興味、関心のある方 

50 人程度 

 

6. 申込方法 
5 月 13 日（月）～5 月 23 日（木）に 

申込フォームからお申し込みください。

【https://forms.office.com/r/ubt17DARBa】 
 

7. 参加者決定 
申込みの先着順で参加者を決定します。参加決定者には、 

5 月 25 日(土)頃に参加決定通知を電子メールで送信します。 

 

8. 参加費 
3,000 円 （内容）食事代(3 食)、シーツ洗濯料等、保険料、 

指導料、教材費 

 

9. 内容 
(1) 先輩ボランティアによる活動紹介 

（講師：自然の家法人ボランティア ほか） 

自然の家における実際のボランティア活動経験を先輩の法

人ボランティアから紹介してもらうことで、活動のイメージを

ふくらませる。また、参加者同士の交流を図る機会とする。 

(2）青少年教育や体験活動について深く知ろう 

（講師：山口大学教育学部准教授 藤上真弓氏） 

今日の青少年教育の課題や発達段階に応じた体験活動の必

要性を理解する。 

(3）野外炊飯（講師：自然の家所長） 

基本的な野外活動である野外炊飯をグループで協力して実

施することで、参加者同士の交流を深めるとともに、安全な実

施法について理解し、実践する。 

(4）徳地自然の家について知ろう（講師：自然の家次長） 

青少年教育施設の教育機能や役割、運営、ならびに本所の特

徴について理解し、参加者自身がどのように施設に関わること

ができるか考える機会とする。 

(5）救急救命法（講師：山口市中央消防署徳地出張所署員） 

応急手当など救命救急に必要な知識、技術を学ぶ。 

(6）どんなボランティアをやってみたい？ 

（講師：自然の家企画指導専門職） 

ボランティア活動の意義について理解するとともに、ボラン

ティア活動における心構えや留意点を学ぶ。また、本研修のま

とめとして、ボランティアとしてどのように施設に関わること

ができるか考え、他の参加者と意見交換を行う。 
 

 

 

(7）自然の家のボランティアになろう！ 

（講師：自然の家ボランティアコーディネーター） 
法人ボランティア登録制度について理解する。登録希望者は

この時間内に登録を行う。(保険料 350 円が別途必要です) 

 

10. 日程 ※プログラムは変更となることがあります。 

1 日目 

9:30～ 9:50 

10:00～10:15 

10:20～11:20 

11:30～13:00 

13:00～14:30 

14:30～19:00 

19:30～20:30 

20:30～22:00 

受付 

オープニング 

先輩ボランティアの活動紹介 

青少年教育や体験活動について深く知ろう 

昼食・休憩・移動 

野外炊飯 

徳地自然の家について知ろう 

入浴・就寝 

2 日目  

6:30～ 8:30 

8:45～ 9:00 

9:00～12:00 

12:00～13:00 

13:00～14:30 

14:30～15:30 

15:30～15:45 

起床・朝食・清掃 

退所点検 

救急救命法 

昼食・休憩 

どんなボランティアをやってみたい？ 

自然の家のボランティアになろう！ 

クロージング 
 

11. 持ち物  
参加費、1 日目の昼食、着替え、防寒着、雨具、洗面・入浴用

具、懐中電灯、虫よけ、常用薬、野外炊飯用の軍手と食器拭き用

布巾 他（詳細は別途通知） 
 

12. 個人情報の取り扱い 
ご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興

機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切

に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合

を除いて第三者に開示することはありません。 

本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物

を、当機構の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネ

ットソーシャルメディアサービスを含む）等に掲載することがありま

す。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物やインターネット（以

下、「印刷物等」に記事・写真を掲載することもあります 。 

なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物につい

て、本人（又は保護者）から削除依頼を受けた場合は速やかに削除し

ます。ただし、機構発行の印刷物並びに機構以外の者が発行・運営す

る印刷物等については対応できかねますのでご了承ください。ご承諾

いただけない場合は、事前に事業担当者へご相談ください。 
 

担当・お問い合わせ先 

松下 泰山 （まつした たいざん） 

藤井 恵美子（ふじい えみこ） 

TEL 0835-56-0112 

MAIL tokuji-kikaku@niye.go.jp 

 

 


